
総務省からのお知らせ
「特定信書便事業」のサービスを利用してみませんか！

※「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思
を表示し、又は事実を通知する文書」（郵便法第４条
第２項及び民間事業者による信書の送達に関する法
律第２条第１項）
※詳細は、九州総合通信局の下記ホームページをご参
照ください。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/other/inde
x.html#b

【問合せ先】九州総合通信局信書便監理室 TEL:096-326-7847 E-mail: kyusyu-shinshobin@soumu.go.jp

更に詳細
はこちら

【信書便制度】
・平成15年4月、民間事業者による信書の送達に
関する法律（信書便法）が施行され、これまで国
の独占とされていた信書の送達事業について民間
事業者の参入が可能となっています。
・事業の開始には許可等が必要です。信書便法
は参入の条件、申請の手続などについて規定して
います。

詳細は
こちら

【信書便チラシ】
https://www.soumu.go.jp/main_conten
t/000870213.pdf

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/other/index.html#b
tel:096-326-7847


  

 

【1 号役務】 

※「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」  
  （郵便法第４条第２項及び民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第１項） 
※詳細は、九州総合通信局の下記ホームページをご参照ください。 
   https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/other/index.html#b 

【問合せ先】九州総合通信局信書便監理室  
TEL:096-326-7847 

     E-mail: kyusyu-shinshobin@soumu.go.jp 

郵便法（参照条文） 
第四条（事業の独占） 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵
便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 
② 会社（契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。）以外の者は、何人も、他人の信書（特定の受取人に対
し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。）の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇
用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。  
③ 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。た
だし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。  
④ 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書（同項ただし書に
掲げるものを除く。）の送達を委託してはならない。 
第七十六条（事業の独占を乱す罪） 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。  
② 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。  

 

tel:096-326-7847

	スライド番号 1

